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１．事業概要
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１－１．事業の目的

１．事業概要

【業務負担の増大】

⚫ 2017年（平成29年）４月に改正された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（以下「FIT
法」）の施行以降、①認定等の厳格化、②省令・運用及び調達価格の変更にともない、申請不備や問い合わせが大幅に増加し、
再生可能エネルギー固定価格買い取り制度の担当課等の各地方経済産業局の業務負担が増大している状況である。

【不適切案件の増大】

⚫ 改正ＦＩＴ法においては、認定事業者に対して、発電設備への標識及び柵塀等の設置を義務づけたが、経過措置期間後におい
ても未だ標識や柵塀等が未設置あるいは不適切な設置事例の情報が多く寄せられている。

⚫ 『事業計画策定ガイドライン』では、事業計画作成の初期段階から地域住民との適切なコミュニケーションを図るとともに、地域
住民に十分配慮して事業を進めるよう努めることとされているが、実際には地域住民との間でトラブルになっている案件も多い。

⚫ これらを踏まえ、本事業では、社会全体でのトータルコストの削減、「FIT制度」における審査の迅速化の実現及び不適切な事案
の問題解決プロセスを構築するため、様々な解決策を積極的に追求できるよう、実際に起きている通報案件等から現状把握を
試みてリサーチし、担当課の継続した業務体制構築に資する改善策の提案・実現・調査を行うことを目的とする。

⚫ そのため、不適切な事案については、必要に応じ注意喚起や指導等を行うとともに、指導等に従わない認定事業者に対しては、
認定取消し等の厳格な対応を行う必要がある。

⚫ また、トラブルが生じている事案については、FIT発電事業者にトラブル収束に向けた取り組みを促すとともに、違反が確認され
た場合には厳格な対応を行う必要がある。

⚫ さらに、予防の観点からも、不適切な事案の発生原因を調査し、不適切な事案の減少に寄与する取り組みを検討することが望
まれている。

※本事業では、本事業の一つとして設置した「中部再エネ発電設備地域サポート窓口」に通報のあった案件を基に、
問題解決のプロセスを整理した。また、通報案件の大半を占める太陽光発電に絞って取りまとめを行った。
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１－２－１．本事業における実施項目

１．事業概要

⚫ 本事業では、以下の項目について、実施及び取りまとめを行った。

（１）「中部再エネ発電設備地域サポート窓口」の設置及び不適切事案の対応
• 専用の業務支援要員を配置したサポート窓口を設置し、自治体や地域住民等から寄せられる不適切事案の

情報を収集し、事案解決に向けた連絡調整・対応を実施した。
（２）「FIT制度に関する自治体連携会議」の開催
• 東海地区３県、北陸地区２県の自治体関係者を対象とした「FIT制度に関する自治体連携会議」を開催し、FIT

制度に関する動向や発電事業者への指導状況、条例・ガイドライン等の運用状況について、情報共有及び意
見交換を実施した。

（３）FIT関連業務の標準化及び自治体での対応状況に係る調査
①FIT関連業務の標準化
• 令和２年度の調査において標準化した業務対応方法をもとに、さらなる情報収集を実施し、多様化に対応する

とともに、その傾向を把握し、スキームの拡充を実施した。
②ＦＩＴ制度に関わる条例等に関するアンケート調査
• 東海地区の連携自治体のうち14自治体に対して、条例等の制定状況、制定に至った経緯、効果と課題等につ

いてアンケートを実施し、取りまとめを行った。
③不適切案件の対応状況についてのアンケート調査
• 東海地区の連携自治体のうち14自治体、北陸地区の連携自治体のうち３自治体に対して、不適切案件の対

応体制、対応状況、具体的な相談内容、課題や要望等についてアンケートを実施し、取りまとめを行った。
④現地調査
• 事案の情報収集・整理や連絡調整の実施状況などを踏まえ、必要があると判断した東海地区５件の発電設備

に対して、現地確認を行い、写真及びＦＩＴ法の遵守状況等の取りまとめを行った。
（４）調査報告書の作成
• （１）～（３）の業務を通して収集した情報等を整理し、業務対応方法の標準化及び業務対応フロー表等の作成、

自治体の対応状況、現制度の改善点等の資料の作成を実施した。
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２．現状及び課題の整理
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２－１．エネルギー政策の基本戦略

２．現状及び課題の整理

⚫ 『第六次エネルギー基本計画』（令和３年10月策定）は、「気候変動問題への対応」と「日本のエネルギー需給
構造の抱える課題の克服」という二つの大きな視点を踏まえて策定された。

⚫ 基本戦略としては、これまでもエネルギー政策の大前提とされてきた「Ｓ＋３Ｅ」を大前提に、2030年度の新た
な削減目標や2050年カーボンニュートラルという野心的な目標の実現を目指し、あらゆる可能性を排除せず、
使える技術は全て使うという発想に立つとされている。

（出典）経済産業省資源エネルギー庁
「日本のエネルギー 2021年度版」 S+３Eより抜粋

（１）エネルギー政策の基本的視点（S＋３Ｅ）
• 安全性（Safety）を前提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）を第一とし、経済効率性の向上

（Economic Efficiency）による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合（Environment）を
図る。

• 上記に加え、新たな視点として、エネルギー供給においても、サプライチェーン全体を俯瞰した安定供給の確
保の重要性が指摘されている。

（２）2050年カーボンニュートラル実現に向けて
• 2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、

日本の温室効果ガス排出の８割以上を占めるエ
ネルギー分野の取組が重要とされている。

• しかしながら、日本の産業構造や自然条件など
を踏まえても、その実現は容易なものではなく、
官民一体となり総力を挙げた取組が必要となる。
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２－３．太陽光発電事業を取り巻く主な動向

２．現状及び課題の整理

（１）国の政策等の流れ
• 2021年以降の国の主な政策の流れは、以下のとおりである。

成立・施行年 法令／内容

2020年6月成立
2022年4月施行
※一部除く

『強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案』
（エネルギー供給強靭化法）

電気事業法の他に、再エネ特措法、JOGMEC法の改正も含む。
再エネの普及のために、再エネの「発電コストの削減」や「電力市場への統合」、再エネ発電設備を安全に設
置・運用するための「事業規律の策定」、「電力系統の整備」等の様々な課題解決を促進させる役割などを
担っている。

2021年5月成立
2022年4月施行

『地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律』

「2050年カーボンニュートラル」を基本理念として法に位置付けるもの。
地方創生につながる再エネ導入促進のために、地域の再エネを活用した脱炭素化を目指すための再エネ活
用事業の計画・認定制度が創設される。

法改正によって、自治体が積極的に地域課題の解決に貢献する再エネ活用事業に関与し、地域内での円滑
な合意形成を図りやすい基盤を整えている。
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２－３．太陽光発電事業を取り巻く主な動向

２．現状及び課題の整理

（２）太陽光発電事業を取り巻く法改正等の主な動向
• 太陽光発電事業をめぐっては、適正かつ適切な事業実施の確保を図るために、最近では以下のような法制度

等の見直しや取り組みが行われている。

内容 法令等 年度

• 10kW以上50kW未満の小規模用事業用太陽光発電に自家消費型（発電量の30％以
上は自家消費）の要件（「地域活用要件」）を設定。

• 低圧発電は余剰電力の買取のみに。
改正FIT法 2020年4月～

• 小出力発電設備（50kW未満の太陽光と20kW未満の風力発電設備の所有者等を報
告対象化

改正電気事業法 2020年

• 小出力発電設備の設置者などに対しても、国への事故報告を義務づけ 改正電気事業法 2021年4月～

①低圧事業者に対する措置
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２－３．太陽光発電事業を取り巻く主な動向

２．現状及び課題の整理

②安全面の不安払拭・安全確保

内容 法令等 年度

• FIT認定事業者に対して設置設備への柵塀・標識の設置を義務づけ 改正FIT法 2017年4月～

• 【資源エネルギー庁】定期報告に関するお知らせ（注意喚起） － 2018年7月

• 柵塀・標識等の設置義務についての注意喚起 － 2018年11月

• 条例も含めた関係法令の遵守を義務づけ
• 関係法令遵守違反の場合には、指導及び助言、改善命令、認定取消し等の対応

改正FIT法 2017年4月～

• 電気事業法に基づく技術基準の整合性に疑義のある案件への取締り
改正電気事業法
改正ＦＩＴ法

2019年～

• 太陽光発電設備の斜面設置に係る技術基準の見直し
電気設備の技術基準
の解釈

2020年～

• 『発電用太陽電池設備に関する技術基準』に土砂流出に関する基準を規定 電気事業法 2021年4月

• 小出力発電設備の事故報告 － 2021年4月～

• 柵塀・標識設置の宣誓書提出の必須化 － 2021年4月～

• 【資源エネルギー庁】FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ
（注意喚起）

－ 2021年4月

• 【経済産業省】積雪による太陽電池発電設備の損壊事故防止について（注意喚起） － 2021年12月
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２－３．太陽光発電事業を取り巻く主な動向

２．現状及び課題の整理

内容 法令等 年度

• 『事業計画策定ガイドライン』において、関係法案・条例の遵守、住民との適切なコミュ
ニケーションの努力義務化

事業計画策定ガイド
ライン

2017年

• 地方自治体の条例等の先進事例を共有する情報連絡会の設置により、自治体での条
例策定等の自律的な制度整備を支援

－ 2018年～

• ＦＩＴ認定情報の公表 改正ＦＩＴ法 2020年

• ＦＩＴ認定前時点での申請に係る情報について、認定前に自治体へ情報提供 － 2021年8月～

• 条例データベースの構築 － 2021年8月～

• 認定情報のマップ化 － 2021年9月～

• FIT認定情報の公表情報の拡充 － 検討中

③地域共生に向けた取り組み

④太陽光発電設備の廃棄対策

内容 法令等 年度

• 廃棄等費用の積立計画と進捗状況の報告を求め、実施状況を公表 改正ＦＩＴ法 2018年～

• 廃棄等費用の外部積み立て義務化 改正ＦＩＴ法
2020年6月、
2022年4月施行
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２－４．太陽光発電事業の実施にあたり

２．現状及び課題の整理

（１）太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱い
• FIT制度認定の申請については、50kW未満と50kW以上に分かれている。
• これは、経済産業省の『太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて』で示される、法制上の

違いによるものである。
• 50kW以上では必要とされる基準や手続き、義務等が増える。また、電気主任技術者を選任しなければならず、

月に数万円程度の経費が必要となる。
• コスト面や手続き、保安規定を定める等の煩雑さがあるため、50kW以上の発電設備を設置できる広さがあっ

たとしても、50kW未満で抑えようとする傾向がある。

50kW未満の発電設備 50kW以上の発電設備

• 電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作
物」になる。

• 電気事業法上は発電用の電気工作物（発電所）となり、「自家
用電気工作物」になる。

• 経済産業省が定める技術基準に適合するように電気工作物
を維持する義務がある。

• 電気工事士（第一種または第二種）が作業を行う必要がある。 • 第一種または認定電気工事従事者が作業を行う必要がある。
• 保安規程を定めて届け出る義務がある。

• 電気主任技術者の選任は不要。
• 電気主任技術者を選任して届け出る義務がある。

⚫ 太陽光発電の事業実施において、50kW未満と50kW以上では手続きが異なる。
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３．中部再エネ発電設備
地域サポート窓口業務
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３－１．サポート窓口の概要

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

⚫ 専用の電話番号及び業務支援要員を配置したサポート窓口を設置し、自治体や地域住民等から寄せられる
不適切事案の情報を収集し、事案解決に向けた連絡調整を実施。

項 目 内 容

名称
• 正式名称：中部再エネ発電設備地域サポート窓口
• 通 称：ＦｉＣｃＳ（フィックス）

FIT Chubu Community Support

設置期間 • 令和３年６月１日～令和４年３月３１日

対応時間 • 平日（お盆、年末年始を除く）９：００～１７：００

設置場所 • 富山県富山市湊入船町３－３０ 株式会社ジェック経営コンサルタント内

連絡先
• 電話番号：０７６－４４４－０３７０
• Ｍａｉｌ：ficcs@jeckc.com

窓口業務
• 問い合わせの状況に応じて、担当課及び自治体と連携を図りながら改善に向けた連絡調整を行うとともに、
事前に協議した調査内容を担当課に定期的に報告する。

• また、改善指導等に係る業務補助を行う中で、当該事案の改善状況等の調査を行う。
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３－３－１．通報受付【受付方法】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

⚫ 通報方法は、電話とメールの２種類あり、それぞれについて対応方法が異なる。

電話 メール

通報経路

• 通報者本人や通報者から相談を受けた自治体担当
課からサポート窓口に直接、電話がかかってくる
ケース。

• 経済産業省に届けられた通報案件の一覧表が、月
に一度メールにて送られてくるケース。

対応

• 基礎情報については、サポート窓口担当者が一か
ら聞き取りをする必要がある。

• 通報案件フォームを活用し、漏れなく、誤りが無いよ
うに確認しながら聞き取りをし、記録する。

• 基礎情報については、既に記載（まとめられてい
る）されているため、必要な事項（通報案件フォー
ムを利用し、不足している情報等）についてのみ確
認を行う。＝必要であれば、通報者に電話をかけ、
確認する。

備考

• 電話だけでは伝わらない現場の状況やこれまでの
経緯書等がある場合は、通報者等にメールアドレス
を案内し、送付していただく。⇒相手（発電事業者）
に確認する際の裏付けとなる。

• 今後、サポート窓口専用アドレスによる一般通報を
受け付ける場合、必要な情報（基礎情報）が不足し
ている可能性が高く、通報者に電話をかけて確認
するケースが増加すると考えられる。
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３－３ー２．通報受付【電話応対の基礎、注意事項】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

⚫ 通報者は、トラブルを抱えて連絡してこられるため、電話での会話は迅速・的確・丁寧が重要。

（１）電話の受け方フロー （２）電話応対時の注意事項

電話が鳴ったらすぐに取る
（３コール以内）＋名乗り

相手を確認する

要件を聞き取り、記録する

要件の復唱、確認

お礼を述べて静かに切る

項 目 内 容

言葉使い（敬語） • できる限り丁寧に、常識ある言葉使いで、ハキハキと話す。

口調

• 相手が聞き取りやすいテンポ（早口にならない）で、感情的に
ならないように話す。

• （通報者が感情的になりがちのため、つられて感情的にならな
いよう、冷静に話す。）

傾聴、復唱、確認

• まずは、通報者の言い分を全て聴く。
• その際に、通報者の言葉を復唱し、間違いがないか確認する。

• また、わかりづらい、不明な点等はこちらから具体的に質問す
る。

記録を取る
• 通報内容を基に対応を進めていくため、聴き取りをしながら、
正確に記録を取る。（通報案件フォームを利用）
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３－３ー２．通報受付【電話応対の基礎、注意事項】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

⚫ 通報受付時は、以下のような流れで、通報案件の内容を確認する。

（３）ロールプレイング【自治体等の場合】

項 目 内 容

【窓口】

• コール音。できる限り早く電話を取る。

• お電話ありがとうございます。中部再エネ発電設備地域サポート窓口、○○でございます。

【取るのが遅れた場合】
• ⇒ お待たせいたしました。中部再エネ発電設備地域サポート窓口、○○でございます。

【通報者】
• ○○県△△市環境課の□□と申します。
• 地域住民の方から××についての通報がありましたので、ご連絡いたしました。

【窓口】

• ○○県△△市環境課の□□様ですね。お世話になります。ご用件についてお聞かせください。

＜通報案件についてお伺いする＞
• 傾聴し、不明な点については確認をしながら、時系列に沿ってステークホルダーや基礎情報等に漏れが無い
ように通報案件フォームに記録を取りながら、お伺いする。

• 写真、経緯書等、提出いただける資料があればメールアドレスを伝え送付いただく。

【窓口】
＜聞いた内容について要点や要望を通報者に確認する＞
• ご連絡ありがとうございました。何か進展やご不明な点がございましたら、また、ご連絡ください。
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３－３ー２．通報受付【電話応対の基礎、注意事項】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（４）ロールプレイング【一般の地域住民等の場合】

項 目 内 容

【窓口】

• コール音。できる限り早く電話を取る。

• お電話ありがとうございます。中部再エネ発電設備地域サポート窓口、○○でございます。
【取るのが遅れた場合】
• ⇒ お待たせいたしました。中部再エネ発電設備地域サポート窓口、○○でございます。

【通報者】
• ○○県△△市に住んでいる□□と申します。
• 私が住んでいる地域の××について相談したいのですが、こちらでよろしいでしょうか。

【窓口】

• 〇〇県△△市にお住いの□□様でございますね。お世話になります。××の件についてですね。確認いたしますの
で、まずは簡単な内容について教えていただけますでしょうか。

＜相談内容の主旨を傾聴し、確認＞※情報提供

【対応可能】
• かしこまりました。その内容でしたら、本サポート窓口で対応可能ですので、詳細についてお聞かせください。
＜通報案件についてお伺いする＞
• 傾聴し、不明な点については確認をしながら、時系列に沿ってステークホルダーや基礎情報等に漏れが無いように
通報案件フォームに記録を取りながら、お伺いする。

＜聞いた内容について要点や要望を通報者に確認する＞
• ご連絡ありがとうございました。●●（発電事業者等相手）に対しては、本サポート窓口からお話しをさせていただき
ます。何か進展やご不明な点がございましたら、ご連絡させていただきます。

【対応不可】
• かしこまりました。ご相談いただいた××の件については、本サポート窓口では＊＊（できない理由）のため対応い
たしかねます。

• 誠に申し訳ございません。また、何かございましたらお気軽にご連絡ください。
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３－４－１．通報案件の初期対応【基礎情報の取得】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

項 目 取得する情報

発電設備・施設、
事業者の情報②

• 以下の情報は、間違いがないことを確認するための補足情報となる。
• 発電設備住所：設備が設置されている住所。公開情報では、地番（一筆の土地ごとに登記所が付する
番号）表記されており、一致しない場合もある。その際はグーグルマップ等で確認する必要がある。

• その他：上記以外の発電設備や事業者を特定するために必要な情報。

• 以下の情報は、公開情報等によって発電設備・事業者を特定したのち、今後の対応先となるため、サ
ポート窓口担当者が記載する。通報者からの情報提供があった場合、補足として記載する。
事業者名：発電事業者（認定事業者）
事業者連絡先：発電事業者の電話番号
保守点検事業者名：保守点検事業者名
保守点検事業者連絡先：保守点検事業者の電話番号

トラブル・懸念事項 • 通報に至った原因＝トラブルや懸念事項について記録する。
• ５Ｗ２Ｈの観点（時系列、ステークホルダー、要因等）について記録する。
• 相手（発電事業者）との確認に使用するため、漏れなく、誤りが無いよう確認しながら記録する。

要望 • 通報者が現状のトラブルや懸念事項についてどうなって欲しいのかを記録する。
• 対応ができる幅（法的にできること、できないこと等）があるため、満点となる要望と妥協できる範囲の
要望について記録する。

• 再度連絡が必要かの確認（不要の場合：何かあれば、また連絡くださいとし「完了」とする）

情報確認資料の提供 • 「発電設備・施設」の特定、「トラブル・懸念事項」の確認を行うための資料の提供を求める。
• メールによる写真や経緯書等の提供を求める。
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３－７－１．対応方法の検討【法令・条例との関係】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（１）法令・条例との関係
• 通報案件の対応は、「法令・条例で遵守事項（義務）とされているもの」、「推奨事項（努力目標）とされているも

の」、「法令・条例にとらわれないもの」の３つにおおまかに分類される。
• そのため、通報案件の対応を行う際には、第一に、法令・条例との関係について確認を行い、その後の対応

の判断を行う。

法令・条例との関係 対応

遵守事項（義務）とされているもの
（法令違反などの強制力を持つもの）

• 発電事業者に対し義務違反として強制力を発揮できるため、関係法令・条例を提示
し、粛々と改善を求める。

推奨事項とされているもの
（努力目標などの協力依頼）

• あくまでも「推奨事項（努力目標）」であるが、発電事業者に対しては関係法令・条例
に「推奨事項」と記載されていることを提示し、協力のお願いを行う。

• 「推奨事項」であっても関係法令・条例に記載される理由があるため、なぜ対応が求
められているかについて説明し、協力のお願いを行う。

法令・条例等にとらわれないもの
（法令・条例等にとらわれないお願いなど）

• 関係法令・条例等にとらわれないため、個々の案件ごとに対応が異なる。
• 基本は通報者の要望に対して、どの程度対応が可能かを段階的・具体的に想定を
行い、当方からも提案しながら協力のお願いを行う。

⚫ 通報案件に対しては、法令・条例との関係について確認を行った後に、案件区分ごとに具体的な対応方法の
検討を行う。





令和３年度 固定価格買取制度等の効率的・安定的な運営のための業務
（中部経済産業局の固定価格買取制度における事業計画実施状況等の円滑な遂行に関する調査）

44

３－８．対応方法の検討【具体的な対応方法】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（１）案件区分ごとの対応方法の考え方
• 各案件には関係する法令・条例があり、それぞれ強制力の度合いとともに、対応方法が異なる。

案件区分 法令・条例 強制力 対応

① 柵塀・標識
再エネ特措法
事業計画策定ガイドライン

あり
（義務違反）

• 該当する条文を提示し、発電事業者に対して、
改善を指示。

② 草刈り 事業計画策定ガイドライン
一定量

（推奨事項）
• 該当する条文を提示し、発電事業者に対して、
改善への協力をお願い。

③ 関係法令・条例
農地法、森林法、砂防法等の
ほか、各自治体独自の条例等

あり
（法令・条例違反）

• 該当する法令・条例等を提示し、発電事業者に
対して、改善を指示。

一定量
（推奨事項）

• 該当する法令・条例等を提示し、発電事業者に
対して、改善への協力をお願い。

④ 地域共生 事業計画策定ガイドライン
一定量

（推奨事項）
• 該当する条文を提示し、発電事業者に対して、
改善への協力をお願い。

⑤ その他 法令・条例に該当しないもの なし
• 通報者の要望を段階・具体的に整理し、通報者
と発電事業者の歩み寄り（妥協）を促す。

⚫ 通報案件の内容によって、対応に関する強制力の度合いによる分類が可能であり、その分類ごとに対応の
方向性をある程度定めることができる。
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３－８．対応方法の検討【具体的な対応方法】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（２）案件区分ごとの対応方法の具体的な検討
• 案件区分ごとに想定される対応方法は、以下のとおりである。

案件区分 対応

① 柵塀・標識

• 発電設備を囲う柵塀の設置、発電設備または発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を
掲示することは『事業計画策定ガイドライン』において「遵守事項」となっている。

• そのため、この案件についての通報があった場合、発電事業者の「義務違反」として改善を行うことを指示
する。

② 草刈り

• 発電設備敷地内における除草については、『事業計画策定ガイドライン』における「推奨事項」となっている。
• 「安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持
管理すること」において「発電性能の維持に関する作業（除草時の除草剤利用等）を実施するにあたり、地
域住民や周辺環境地域に影響が及ぶことがないように努めること」となっている。

• そのため、この案件についての通報があった場合、発電事業者の「推奨事項」として改善への協力をお願
いする。

③ 関係法令・条例

• 通報案件について関連法令・条例との照合を行い、「遵守事項」や「推奨事項」に抵触している場合の対応
については、以下のとおりに行う。

１）関係法令・条例の「遵守事項」に違反している場合
• 該当する法令、条例等を提示し、発電事業者の「義務違反」として改善を行うことを指示する。

２）関係法令・条例の「推奨事項（努力目標）」とされているものに抵触している場合
• 該当する法令・条例等を提示し、発電事業者に対して、改善への協力をお願いする。
• 「推奨事項」は義務と異なり、罰則をともなう強制力を発揮することができない。
• そのため、該当する法令・条例を明示し、「推奨事項」ではあるが、その重要性・必要性、発電事業者が改
善を行うメリットを提示する。

• 前向きに改善に協力していただく必要があるため、以上の点について情報収集やトークの進め方等につ
いて準備が必要となる。
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３－８．対応方法の検討【具体的な対応方法】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

案件区分 対応

④ 地域共生

• 地域住民とのトラブルによる通報が多く、案件ごとに内容を精査した上で対応を検討する必要がある。
• 特に、法令・条例と関係があるかないかによって大きく対応方法が異なるため、注意が必要となる。
• 例えば、『事業計画策定ガイドライン』では、周辺環境への配慮の中で「発電設備の周囲に地域住民の
生活の場がある場合、事業地からの建設残材の飛散や雑草の繁茂等による周辺環境への影響がない
ように管理するように努めること」等、「推奨事項」とされている。

• また、地域共生は地域ごとの特性に委ねられており、各地方自治体が個別の条例を定めていることが
多く、必ず該当する条例が制定されていないか確認を行う。

【条例に該当する場合】
• 前述の「③関連法令・条例」を参照。

【条例に該当しない場合】
• 下記「⑤その他（法令・条例等に該当しないもの）」を参照。

⑤
その他
（法令・条例等に
該当しないもの）

• 法令・条例等に該当しないものは、最終的に民×民の争い（裁判を含む）になり、基本、行政（本サポー
ト窓口を含む）では対応ができない（強制力がない）場合が多い。

• 本サポート窓口の役割として、通報者と発電事業者の双方が話し合いの場を持てるように調整を行う。
そのため、通報者の要望を最低限こうなって欲しい等、段階的、具体的に聞き取りし、発電事業者に対
してどのように説明し、納得（妥協含む）していただき、改善に協力、または話し合いの場を持てるように
するか、アプローチ方法（話の展開方法等）の検討を行う。
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３－９．対応方法の検討【解決・完了の目安】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（１）解決（完了）について
• 通報者の要望が満たされたら、通報案件として解決（完了）とする。
• 案件区分ごとに、想定される解決（完了）の目安は、以下のとおりである。

案件区分 内容

① 柵塀・標識 • 柵塀や標識が設置された状態を写真等で確認できた時点で「完了」とする。

② 草刈り • 草刈りが実施された状態を写真等で確認できた時点で「完了」とする。

③ 関係法令・条例

１）「遵守事項」に違反している場合
• 「遵守事項」に違反している内容が改善されたことが明らかになった時点で「完了」となるが、本サポート
窓口では、「完了」の確認を行うことが困難なため、違反している法令・条例の管轄窓口（自治体）に連
絡をとり、引継ぎを行った時点で「完了」とする。

２）「推奨事項」とされているものに抵触している場合
• あくまでも「推奨事項」であるため、強制力をともなった指導ができないため、発電事業者（通報案件の
対応を行う相手）に対する協力依頼となる。

• 通報者の要望を優先する必要があると考えられるが、発電事業者の事情（費用や手間等）も考慮し、通
報者と発電事業者、双方に歩み寄りを求め、妥協点の設定を促す。

• 設定した妥協点の達成を確認した時点で「完了」とする。
• 長期的な案件になる場合は、本サポート窓口が最後まで対応することが難しいため、話し合いの場を設
けた時点で「完了」とし、状況の変化等があった場合は再度連絡をいただくこととする。
⇒「一旦完了」とし、再度連絡があった場合は新規案件扱いとするが、前回の案件と紐づけする。
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３－９．対応方法の検討【解決・完了の目安】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

案件区分 内容

④ 地域共生
• 『事業計画策定ガイドライン』の地域との関係構築（推奨事項）に抵触していることになる。
• そのため、前述「③－２）「推奨事項」とされているものに抵触している場合」と同様の対応を行う。

⑤
その他
（法令・条例等に
該当しないもの）

• 法令・条例、ガイドラインに該当しないものは民事案件（民事裁判案件）である場合がほとんどであり、
本サポート窓口では指導することができない。あくまでも発電事業者に改善のお願いをすることとなる。

• そのため、通報者には前もってその旨を伝える。話し合いの場を設けることを目標とし、発電事業者と話
し合いの場を設けた時点で「一旦完了」とし、状況の変化等があった場合は再度連絡をいただくこととす
る。
⇒「一旦完了」とし、再度連絡があった場合は新規案件扱いとするが、前回の案件と紐づけする。
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３－１１．実際の対応【発電事業者への連絡】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（１）発電事業者への連絡
• 対応方法を決定した後は、発電事業者に連絡し、実際に通報案件への対応（改善）を促す。
• 連絡する発電事業者の連絡先等は、前述「３－４－１．通報案件の初期対応【基礎情報の取得】」のとおり。

（２）話し方の注意点
• 発電事業者に連絡する時点では、通報者からの提供情報しかなく、通報者と発電事業者の関係性や認識等

に齟齬がある可能性が高い。そのため、通報者からの提供情報を鵜呑みにせず、最初から発電事業者に非
があるような、また、高圧的な口調にならないように注意し、最終的に発電事業者が対応（改善）に協力的、前
向きに検討、実施していただけるよう細心の注意を払う。

（３）事実の確認
• 通報案件は、通報者からの情報提供であるため、最初に発電事業者に事実かどうかの確認を必ず行う。
• 通報者と発電事業者の認識や提供情報に齟齬等が無いか、問題点（トラブルの要因）等を確認するとともに、

通報者、発電事業者、双方からの提供情報を整理し、齟齬が無いか等の確認をすることで情報の共有を行う。

【情報の認識に齟齬があった場合】
• 改めて通報者に連絡を取り、再度確認を行う等、通報案件について事実確認をするとともに、認識を共有する。
• 事実を確認できる写真や書面等の提供を通報者、発電事業者双方にお願いする。

⚫ 発電事業者に連絡する際には、以下の留意点に注意しながら対応を進める。

※通報案件に対する認識の共有が今後の案件に対する対応（改善）の根本となるため、
事実確認は念入りに行う。
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３－１１．実際の対応【発電事業者への連絡】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（４）改善内容の提示と実施報告の方法
• 事実確認を行い、把握していた情報（トラブルの原因等）に齟齬・問題がなければ、検討していた対応策（改善

内容）の提示を行い、期限や改善を実施した報告（証拠の提示）方法の伝達を行う。

●期限
• 提示した改善内容について、実効性を高めるため、必ず実施期限を設ける。
• 設定する実施期限は、改善内容に応じて要する期間等を考慮し、設定する。

例：【柵塀の設置の場合】見積りから実際に設置する工程を踏まえ、約１ヵ月
【発電事業者による現地確認が必要な場合】約１週間 など

●実施報告
【経過報告】
• 改善内容を段階的に実施していく場合（最初に〇をして、次に△をする等）、その段階ごとに進捗状況の報告

をお願いする。

【完了報告】
• 対応策（改善内容）が完了した場合は、第三者が見ても、はっきりと完了したことがわかるように、対応後の写

真等の提供をお願いする。
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３－１２．経過観察と完了【経過観察】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

（１）発電事業者の改善実施状況の確認
• 経過観察は、前述の「３－１１．実際の対応【発電事業者への連絡】」で設定した期限を基準に実施報告の確

認を行う。

【設定した期限内に実施報告がされない場合（未対応）】
• 連絡が取れる方法により督促（再度期限を設定）を行う。
• また、未対応が続く（２度の督促で対応がない）場合、中部経済産業局からの指導を検討する。
（※未対応が続くケースの対応については、中部経済産業局と要相談）

• 法令・条例違反については、ＦＩＴ認定の取消しの可能性について中部経済産業局で検討いただくことを提案。
• それ以外については強制力がない場合が多く、中部経済産業局から直接指導の流れが考えられる。

⚫ 発電事業者の指導に対する改善状況は、提示した期限を基に確認を行う。

⚫ 未対応の場合は、再指導や中部経済産業局からの指導を検討する。
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３－１３．経過観察と完了【継続と完了】

３．中部再エネ発電設備地域サポート窓口業務

⚫ 設定した期限に基づいて、発電事業者の指導に対する実施状況の確認を行う。

⚫ 指導に対する達成状況に応じて指導を「継続」して行うか、「完了」（指導内容を確実に実施した）として指導を
終了するかの判断を行う。

（１）完了
• 発電事業者が指導内容に基づき、適切に対応を実施したことが確認できた場合、連絡が必要な関係者に対し、

対応がなされたことの報告を行い、指導を終了し「完了」とする。
• 指導内容を適切に実施したことを確認する際には、改善された現場写真等を発電事業者から提示していただ

き、第三者から見ても改善されたことが明らかであると確認できることが必要となる。
• 本サポート窓口で適切に対応が実施されたことの確認が困難な場合（条例等に抵触している等、自治体の判

断が必要な場合等）は、確認することができる担当者や担当窓口に引継いだ時点で指導を終了し、「完了」と
する。

（２）継続
• 上記「完了」したことが認められない場合、「３－１２．経過観察と完了【経過観察】」に基づき、再度指導を行う。
• 発電事業者が指導に対して、なぜ対応ができていないのか（進んでいないのか）についての聞き取りを行い、

その原因について具体的に指導を行う。
• 再度指導を行っても改善の兆しが見られない場合、中部経済産業局から直接指導していただくことを検討する。
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４．通報案件の整理・対応策
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４－３．案件の解決に向けた視点の整理

４．通報案件の整理・対応策

案件区分 主な課題 トラブル解決のための視点の整理

① 柵塀・標識 柵塀・標識の設置

• 柵塀・標識が設置されていない明確な事実があるか？
• 営農型等、特例として柵塀設置が免除されているケースではないか？
• 発電事業者は、設置義務違反であることを認識しているか？
• 改善の意思はあるか？

② 草刈り 雑草等の整備

• 雑草等が繁茂している等、明確な事実があるか？
（雑草は、発電設備の敷地のものか？）

• 『事業計画策定ガイドライン』の「推奨事項」であることを認識しているか？
• 雑草等を整備することのメリット、しないことのデメリットを認識しているか？

③
関係法令・
条例

関係法令・条例の遵守

• どの分野の法令・条例に違反もしくは抵触している可能性があるか？
• 関係法令・条例に違反もしくは抵触している事実があるか？
• 発電事業者は関係法令・条例に違反もしくは抵触していることを認識しているか？
• 違反に対する罰則、制裁等を認識しているか？
• 関係法例・条例の遵守に向けて、改善する意思があるのか？

④ 地域共生 地域住民との関係構築

• 発電事業者は、地域住民の不安（不満等）について認識しているか？
• 発電事業者は、『事業計画策定ガイドライン』の「推奨事項」であることを認識してい
るか？

• 発電事業者と地域住民の説明の質・量に対しての認識の違いはどの程度か？
• 発電事業者と地域住民の関係性はどの程度構築されているか？

⑤ その他
地域住民との関係構築
通報者の認識

• 通報者の感情的、思い込みではないか？
• 民事案件ではないか？
• 本サポート窓口で対応できる（対応する）案件かどうか？

⚫ トラブル解決に向けた視点としては、以下のことが考えられる。
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４－６－４．案件の対応策【関係法令・条例】

４．通報案件の整理・対応策

（１）事実確認
• 通報案件について、本当に関係法令・条例に違反もしくは抵触しているかの確認を自治体担当窓口に連絡し、

確認を行う。

（２）対応
①違反もしくは抵触している場合
【事実の確認が取れた場合】
• 該当する法令・条例の詳細について自治体担当窓口に確認し、自治体からの指導状況等を含め、情報の整

理を行う。
• 発電事業者に連絡し、上記事実を伝え、事実確認を行う。
• 関係法令・条例に違反もしくは抵触しているため、発電事業者の認識に関わらず、法令・条例を遵守していた

だくこととなるが、一方的に通達するのではなく、事実確認を行うことで、より協力的に改善に取り組んでいた
だくことを目指す。

• 該当法令・条例を遵守するよう指導する（強制力あり）。
• 対応（改善）結果については自治体担当窓口に報告をしていただく（本サポート窓口での対応を「完了」し、自

治体窓口担当へと移行する）。

【発電事業者が改善を実施したかどうかの判断】
• 現地確認や必要書類が自治体担当窓口に受理されたかどうか等、本サポート窓口では確認が困難であるた

め、発電事業者に改善の指示を伝えた段階で、自治体担当窓口に引継ぐことが妥当と考えられる。

【改善指導に対して、発電事業者が改善を行わない場合】
• 再度、自治体担当窓口から連絡していただくこととし、その際には中部経済産業局からも指導していただく。
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４－６－４．案件の対応策【関係法令・条例】

４．通報案件の整理・対応策

②違反もしくは抵触していなかった場合
• 通報者に連絡し、自治体担当窓口に確認した旨を伝え、再度トラブルの要因について確認を行う。
• 再度トラブルの確認をした際に他の関係法令・条例に違反もしくは抵触している場合は、再度、自治体担当窓

口に連絡し、確認する。

【違反もしくは抵触の事実が無い場合】
• 他の案件区分に該当しないかを確認し、該当する案件区分がある場合は、その案件区分の対応に準じる。
• また、対応が困難な（民事案件等の本サポート窓口対応範囲外）場合は、その旨を通報者に説明し、納得して

いただくことで「完了」とする。
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４－７－１．案件の対応策【地域共生】

４．通報案件の整理・対応策

• 通報案件は、どの事業段階の内容か？
（懸念事項なのか？実際に起きていることか？）

視点

要望にフォーカスし、アクション

⚫ 「地域共生」案件は、発生段階や根本的な原因等が多岐に渡っており、状況に応じて対応方法が異なるため、
以下のフローに従い指導を行う。

• どうなってほしいか、どうしてほしいか？
＜段階的（最高から最低限）にヒアリング＞

要望

事実確認
• 法令等に抵触している事案か？
• 法令等に抵触している可能性の度合いは？

• 「関係法令・条例」へ

• 指導権限が無く、対応不可能
なものは別窓口等を案内

• サポート窓口で対応可能な内容か？

法令・条例に抵触している

法令・条例に抵触していない

対応不可

対応可能
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４－７－４．案件の対応策【地域共生】

４．通報案件の整理・対応策

（１）通報案件の整理と精査
• 地域共生案件は、発電事業者の説明に対して、地域住民が納得していない場合が多数を占めており、本サ

ポート窓口を含む行政からの指導に強制力がない（『事業計画策定ガイドライン』の「地域住民との関係構築
（推奨事項）」）ため、双方の歩み寄りによる話し合いの場を設けることが目標となる。

• 案件の内容によっては、本サポート窓口で対応できない場合もあるため、通報案件を受け付けた際に情報を
整理するとともに、対応が可能な範囲かどうかの判断を行う必要がある。

（２）本サポート窓口の対応可能範囲
• 本サポート窓口の対応範囲は、あくまでもＦＩＴ制度の認定がされていることが前提となるため、申請前の案件

やＦＩＴ制度と関係が無い自家消費等の発電設備に対しては、指導を行う権限がない。
• また、地域共生において通報案件の多数を占める発電事業者の説明に対する地域住民の不納得についても、

発電事業者の「推奨事項」であり、発電事業者に対する指導の強制力は低い。そのため、発電事業者に対す
る協力のお願いとなり、発電事業者に対して地域住民が本当の意味で納得できる説明を求めることも困難で
ある。
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４－７－４．案件の対応策【地域共生】

４．通報案件の整理・対応策

（３）本サポート窓口で対応が可能な場合
• 地域共生において通報案件の多数を占める発電事業者の説明に対する地域住民の不納得については、指

導の根拠となる『事業計画策定ガイドライン』の地域住民との関係構築が「推奨事項」となっているため、強制
力のある指導ができない。

• そのため、通報者と発電事業者の双方が歩み寄る話し合いの場を提供することが目標となるため、通報者か
らは理想的、最低限これだけは譲れないもの等、要望を段階的・具体的に聞き取りを行うとともに、その旨を
通報者に伝え、納得していただく必要がある。

• 発電事業者に対しては、通報者からの要望を理想的なものから伝え、対応が可能かどうかの検討をしていた
だき、状況に応じて要望を下げて協力をお願いする。また、この際に通報者が求めている説明（要望）やそれ
に対して、どういった対応（説明資料等）が求められているのかを具体的に示すことで、発電事業者が前向き
に協力していただけるよう促し、話し合いの場を設けられるように努める。

• 地域共生案件は長期にわたる場合が多く、本サポート窓口では継続して最後まで対応することは困難なため、
発電事業者と通報者の話し合いの場を設けた時点で「完了」とし、その後、新たな問題が発生した場合は再度
連絡をいただくこととする。

（４）本サポート窓口の対応範囲外の場合の対応
①相談やアドバイスが可能な場合
• ＦＩＴ制度の認定前（発電事業者が申請を検討中、申請中等）の場合、通報者に対して『事業計画策定ガイドラ

イン』の「地域住民との関係構築（推奨事項）」を基に相談やアドバイスをすることは可能である。
• ただし、発電事業者に指導はできない。
②本サポート窓口では対応がどうしてもできない場合
• ＦＩＴ制度と関わりがない自家消費や発電事業者が自身で売電先を探した（ＦＩＴ制度の認定を必要としていな

い）場合、本サポート窓口には指導の権限がないため、対応が不可能となる。
• この場合、その旨を通報者に説明し、納得していただくこととなる（民事で争っていただくこととなる）。
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４－７－５．案件の対応策【地域共生】（反射光）

４．通報案件の整理・対応策

• 反射光が差している事実があるのか？
• 単なる懸念か？

視点

⚫ 発電事業者は年間最大発電量を想定し、最適なレイアウトを設計しているが、太陽光パネルの反射光につい
ては考慮していないこともあり、実際に発電設備が建設された際に問題が発覚するケースがある。

⚫ 発電事業者は、太陽光パネルを設置する方位や傾斜角度を算出しているため、反射光についても同様に算
出し、地域住民の不安等を払拭することが必要である。

事実確認
• 太陽光パネルの設置場所は、どの方位にある

のか？
• 反射光が差し込まない根拠を

示すことが必要

下記に該当する場合、住宅等へ反射光による影響が生じる可能性が
あります。
①冬季は南から低く入る太陽光が北側の高い方向に反射するため、
設置場所の北側に高い建物がある場合、反射光が建物内に射し込
む可能性があります。

②斜面地へのパネル設置で南側に近接して住宅等がある場合、夏季
の正午前後の高い仰角で射し込む太陽光の反射光が、南側の住宅
等に射し込む可能性があります。

③東側又は西側が大きく拓けている土地に太陽光発電施設を設置す
る場合、その反対側に住宅等がある場合は、朝又は夕方に住宅等
に反射光が射し込む可能性があります。

参考：「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する
条例許可申請及び届出等の手引き」（令和元年11 月神戸市環境局） （出典）環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」から抜粋

参考資料
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４－７－６．案件の対応策【地域共生】（騒音）

４．通報案件の整理・対応策

• 騒音は何に起因するものか？（工事に関する騒音か？発電設備に関する騒音か？）
• 一時的な騒音か？恒常的な騒音か？

視点

⚫ 騒音問題は規制や法律が一本化されておらず、騒音問題が発生した際にどのような基準値を参照するかは、
「対象の騒音の発生源の主体」や「発生している地域」等に基づいて判断する必要がある。

事実確認
• 騒音レベルはどの程度か？
（ケースごとに参照とする基準値が異なる）

（出典）環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」から抜粋

参考資料

環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」
第２章 ２－３ 設計段階の環境配慮のポイント
３ 騒音
騒音レベルの予測結果が、保全対象となる住宅等の
所在地に適用される環境基準を超える場合や、周囲に
主要な騒音発生源がない極めて静穏な環境であり、施
設稼働時の保全対象の住宅等における騒音が環境基
準以下であっても不快に感じる恐れがある場合など、
騒音について懸念される場合は、対策を講じる必要が
あります。

●主な関連法案：環境基本法（環境基準）、騒音規制法
※「工場及び事業場における事業活動並びに建設工事にともなって
発生する相当範囲にわたる騒音」について必要な規制を行うととも
に、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を
保全し、国民の健康の保護に資することを目的とした法律。
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４－７－７．案件の対応策【地域共生】（土壌流出・濁水）

４．通報案件の整理・対応策

• 実際に起きているかことか、懸念か？
• 土地の造成計画、施工段階で工事が適正に進められていたか？

視点

⚫ 切土や盛土を含む土地造成を行う場合や自然斜面に設置する場合、雨水や湧水、地下水等による地表面の
侵食等による法面の崩壊等に繋がる恐れがある。

⚫ 降雨時に濁水が事業区域外に流れ出て、農地や住宅地等に流れ込むことや、排水先・流出先が河川等の場
合、水の濁りが問題となる可能性がある。

事実確認
• 原因の特定と被害状況は？
• 気象や地形、地質等の自然条件の適切な設定や造成

計画等が行われ、適切な対策が講じられているか？

参考資料

環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」
第２章 ２－３ 設計段階の環境配慮のポイント
１ 土地の安定性、２ 濁水
施設の損壊による事業への影響だけでなく、周辺地域へ
重大な影響を与える可能性があります。また、事業区域や
その周辺の状況に応じて、対策の必要性や講ずべき対策
について適切に検討するためには、専門的な知見が必要
となります。発電事業者や設計者、施工者において判断が
難しい場合には、有識者やコンサルタント等、工学的な知
見を有する専門家に相談が必要です。

発電事業者が現状を把握し、
対応する意思を示すことが必要

「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン
2019年版」
3.7 造成・排水の計画
自然の斜面地形を活かして地上設置型太陽光発電シス
テムを設置する場合、洗掘や雨裂による土砂流出の恐れ
があるため、法面保護工を行う等、安全性を確保する。

気象や地形、地質等の自然条件の適切な設定や造成設
計等、多岐に亘る工学的知見をもって技術的判断を行う必
要があるため、必要に応じ専門家の協力を得ることが望ま
しい。
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４－７－８．案件の対応策【地域共生】（土地境界）

４．通報案件の整理・対応策

• 事業計画段階で確定測量を実施し、境界が明確になっているか？視点

⚫ 隣地との境界が曖昧な場合や測量していても発電事業者と隣地所有者との間で情報が共有されていないこ
とが原因。

⚫ 柵塀が境界を越えている、施工工事や保守点検等の際に（人、モノが）境界を越えている等のケースがある。

事実確認
• 境界を越えている事実があるのか？
• 発電事業者、隣地所有者の認識は？

参考資料

境界を越えていない明確な根拠を示す
ことが必要

【境界を特定する方法】
①境界確定訴訟
相隣接する土地の境界線について争いがある場合に、裁判で筆界を確定する訴訟。
②筆界特定制度
不動産登記法で定められた制度。
筆界に争いのある当事者の申し立てにより筆界特定登記官が筆界調査委員の調査を経て筆界を特定。
※境界確定訴訟は時間がかかる、筆界特定制度は効力が弱いといったメリットデメリットがある。
③土地家屋調査士による調査
土地家屋調査士により、調査を実施し、境界を改めて定める。
④境界確定のための資料
地図，測量図，土地登記事項証明書，公図，写真，古文書，古地図，空中写真等といったものが必要。
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４－７－９．案件の対応策【地域共生】（事業者の強引な手法）

４．通報案件の整理・対応策

• 関係法令・条例に本当に抵触していないのか？
• 発電事業者が強硬に進める根拠は何か？

視点

⚫ 関係事業者（発電事業者、施工事業者、保守点検事業者等設備に関わる事業者）が、発電設備の建設、維
持（保守点検）等において強硬に進めるケース。

⚫ 関係法令・条例の義務規定には従うものの、それ以外（努力目標等）の指導権限がない案件（民事事案にな
り得る）において、強硬に進める。

⚫ 発電事業者が強硬に進める際に、「ＦＩＴ認定」をお墨付きのように伝えるケースもみられる。

※住民の理解を得ることを簡略化する（説明機会を減らす）とともに、関係法令・条例に抵触していない以上、
反対しても工事は進められる等。

事実確認

• 義務規定に抵触していないか？
• 努力目標等の認識が間違っていないか？
• 関係事業者が自身に都合の良い判断をもとに対応を

行っていないか？

参考資料

ガイドライン等に基づく
誠実な対応が必要

【愛知県南知多町での事例】
• 地域住民の土地で木を伐採、道路を破壊する等を行い、地域住民とトラブル。計画は、一旦白紙になったも

のの荒らされた土地や自然環境の問題は残ったまま。
• 関係法令・条例、ガイドラインをかいくぐっての事業推進（ガイドラインの対象とならないよう10kW未満の発電

設備を計画したり、境界等については民事案件となるため）に対し、地域住民からの反対運動を受け、白紙
になり、今後、適切な復旧工事が行われるかは不透明。
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４－７－１０．案件の対応策【地域共生】（住民説明会の開催）

４．通報案件の整理・対応策

• 住民の理解が重要であると認識しているか？
• 説明会における説明事項の把握、対象とする地域住民の範囲の把握等を理解しているか？

視点

⚫ 地域住民に対する説明会の実施は「推奨事項（努力目標）」となっているが、その地域で一定期間事業を実
施する上で地域住民の理解を得ることは、再エネ普及においても大きな課題と言える。

⚫ 住民説明会開催のトラブルは、全く実施されずに工事が開始されて求められるケースと、一部（隣接する方の
み、自治会長のみ等）には行ったが、工事開始後、他の住民から求められるケースがある。

⚫ 住民説明会の内容についても説明が足りない、虚偽の説明（根拠が示されない）がされている、住民からの
要望を聞いてくれないといった不満が多い。

⚫ 地域住民に説明がされていないことにより、工事が開始されてから反対運動に遭い、工事自体がストップして
しまうケースもある

※地域住民の反対運動が報道等により、周知され、工事がストップ、工事の白紙撤回の可能性もある。

⇒発電事業者のデメリットが大きい。

事実確認
• 住民説明会の開催の有無は？
• 対象住民の範囲は？
• 説明会の内容は？

住民が納得する説明会を開催する
ことが必要
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５．トラブルの発生を防ぐ予防策
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５－１－１．早期の事業段階における指導の重要性

５．トラブルの発生を防ぐ予防策

⚫ トラブルの発生を防ぐためには、早期の事業段階（「企画立案」段階）から発電事業者（事業に関連する事業
者）に対して、トラブルを予防するための情報収集の方法や対応等を指導することが重要である。

事業段階 課題 予防策のポイント

企画立案

• 適切な情報提供による関係法令・条例等の認
識の徹底

• 事前相談時の機会を有効に活用した適切な情報提供
• 初期対応窓口の一本化

• 発電事業者による質と量をともなった情報の提
供

• 地域住民が安心、納得できる情報の提供
（適切な範囲、懸念事項の把握と具体的な対応策等）

• 地域住民からの意見や要望に対する対応
• 説明時の議事録等の記録
• 回答期日等を設定した迅速な対応

設計・施工
• 発電事業者は、関係事業者に対しても、説明や
情報共有等を行う責任があることの理解

• 発電事業者に対する責任の所在に関する指導（直接的
な指導）

• 関係事業者との関係法令・条例等に関する認識の共有

運用・維持管理 • 悪意のある発電事業者の存在
• 明らかに悪意が認められる場合の速やかな認定取消し
の実施

（１）各事業段階における課題とポイント
• 発電事業者がＦＩＴ制度の認定を受けるには、『事業計画策定ガイドライン』を踏まえて事業計画を作成し、事

業を進めていくこととなるが、「企画立案」から「設計・施工」の段階で地域住民とのトラブルが起こることが多い。
• 計画が進行した段階で問題が発覚した場合、事業計画の大幅な見直しや対策が必要となり、事業が停滞して

しまうことや解決が困難となる可能性がある。
• また、通報案件の中には、早期に対応することで、大きなトラブルにならなかったと思われるケースも見受けら

れることから、事業を円滑に推進するには、早期の事業段階（「企画立案」段階）での適切な指導が重要となる。
• 各事業段階における課題と予防策のポイントは、以下のとおりである。
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６．具体的な案件事例
（ケーススタディ）
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６－１．ケーススタディの目次

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

⚫ サポート窓口開設期間中に寄せられた通報案件の中から、参考になる案件をケーススタディとして取りまとめ
た。

案件区分 番号 ケース ページ

① 柵塀・標識

６－２－１ ＦＩＴ法改正前に設置された設備で、発電事業者の認識が当時のままのケース。 １０７

６－２－２ 発電事業者自身が柵塀の設置が困難と判断し、設置を見送っていたケース。 １０９

６－２－３ 営農型（10kW以上50kW未満）における柵塀・標識の未設置ケース。 １１１

② 草刈り

６－３－１ 発電設備の管理を保守点検事業者に全て任せてあり、放置されていたケース。 １１３

６－３－２
境界が自治体の所有地であるため、どちらが草刈りを行うか等の確認に時間を要し、
放置されていたケース。

１１５

③
関係法令・
条例

６－４－１ 自治体と発電事業者の認識の違いとコミュニケーション不足による行き違いのケース。 １１７

６－４－２ 施工事業者に任せきりで状況を把握していないケース。 １１９

④ 地域共生

６－５－１ 施工事業者が、土地の権利を強引に取得しようとするトラブルケース。 １２１

６－５－２
隣地との境界を把握しておらず、発電効率を上げるために隣地の樹木を伐採し、そ
のまま放置していたケース。

１２３

６－５－３
発電事業者が非ＦＩＴ設備であったが、発電事業者に対して地域住民の要望を伝えた
ケース。

１２５
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６－２－１．柵塀・標識

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 岐阜県 発電出力区分（kW） 20kW

通報内容 柵塀・標識が未設置と自治体から通報。

要望 柵塀・標識の設置

設備概要・通報情報

経過

対応 ポイント・備考

07/19 • 自治体より通報案件の連絡あり。柵の位置にトラロープのみあり。指導し、改善してほしい。

08/10

• 発電事業者に連絡。
• 事実確認を行ったところ、過去（6，7年前）に施工業者に問い合わせたら、今のような杭とロープの設
置でいいとのことだった。

• 平成29年のＦＩＴ法改正において柵塀・標識の設置が義務付けられたこと等の変更事項をご説明し、9

月いっぱいで対応いただくことを了承いただく。

09/27

• 発電事業者から連絡。
• 業者の都合により工事が遅れており、10月初旬にしか工事に着工することができないとのこと。
• これ以上の遅延がないようにお願いし、改善後の写真を送付いただくことを了承いただく。

11/02
• 発電事業者よりメールにて連絡。
• 標識・柵の設置が完了した現地写真を確認。

⚫ 平成29年のＦＩＴ法改正前に設置された設備で、発電事業者の認識が当時のままのケース。

⚫ ＦＩＴ法改正により、柵塀・標識の設置が義務付けられたことと、１年間の猶予期間である「みなし認定期間」が
過ぎていることを説明し、理解を得たことで改善。
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６－２－２．柵塀・標識

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 岐阜県 発電出力区分（kW） 49.5kW

通報内容 柵塀が未設置と自治体から通報。

要望 柵塀の設置

設備概要・通報情報

経過

対応 ポイント・備考

07/19
• 自治体より通報案件の連絡あり。一部柵塀は設置されているが、設置されていない箇所がある。指導
し、改善してほしい。

09/02

• 発電事業者に連絡。
• 事実確認を行ったところ、柵塀の設置について規定等があれば教えてほしいとのことだったため、

2021年4月の資源エネルギー庁「ＦＩＴ制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ（注
意喚起）」を案内し、対応いただくことを了承いただく。

09/03
• 発電事業者から連絡。
• 四方の柵塀の設置が困難な立地とのことだったため、写真等を参考に確認を行った。

10/15
• 経過確認のため発電事業者に連絡。
• 見積を依頼した段階だったため、早急な対応をお願いした

01/19
• 発電事業者よりメールにて連絡。
• 柵塀の設置が完了した現地写真を確認。

⚫ 発電事業者自身が柵塀の設置が困難と判断し、設置を見送っていたケース。

⚫ 2021年4月の資源エネルギー庁「ＦＩＴ制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ（注意喚
起）」を案内し、具体的にどのように設置するかを示し、理解を得たことで改善。
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６－２－３．柵塀・標識

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 岐阜県 発電出力区分（kW） 20.0kW

通報内容 柵塀が未設置と自治体から通報。

要望 柵塀・標識の設置

設備概要・通報情報

経過

対応 ポイント・備考

07/19 • 自治体より通報案件の連絡あり。柵塀・標識が未設置。指導し、改善してほしい。

• 発電事業者に何度か連絡するも不出。

09/02

• 発電事業者に連絡。柵塀・標識の未設置についてお伝え。
• 営農型の場合、柵塀については考慮されるが、注意喚起を促す標識を設置することとなっており、標
識とともに対応することを了承いただいた。また、改善写真をメールで送っていただくことを了承いた
だく。

09/27 • メールにて注意喚起と通常標識の設置写真が届き、問題がないと判断し、完了とする。

⚫ 営農型（10kW以上50kW未満）の太陽光発電設備のため、発電事業者が営農上支障が生じると判断し、柵
塀・標識を未設置。

⚫ 事業計画策定ガイドラインを参照し、標識の設置はすべての発電設備で義務となっていること、営農上支障
が生じると判断される場合には、柵塀等の設置を省略することができることとする特例（対応を含め）につい
て説明をし、理解を得たことで改善。
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６－３－１．草刈り

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 岐阜県 発電出力区分（kW） 49.5kW

通報内容 隣地からの草が侵入し、一部のパネルが覆われている。

要望 指導し、除草してほしい。

設備概要・通報情報

経過

対応 ポイント・備考

07/19
• 自治体より通報案件の連絡あり。雑草が生い茂っており、一部パネルが覆われている。指導し、改善
してほしい。

07/26

• 発電事業者A氏に連絡。
• 隣地から草が伸びており、発電設備にかかっていることをお伝え。保守点検事業者Ｂ社に確認しても
らい、対応をしていただくこと、改善後の写真をメールで送っていただくことを了承いただく。

09/07 • 発電事業者より除草した写真をメールで受け取り、完了とする。

⚫ 発電事業者が発電設備の管理を保守点検事業者に全て任せており、発電事業者は認知しておらず、放置さ
れていたケース。

⚫ 発電設備における最終責任者は発電事業者であることを説明し、発電事業者を主体として保守点検事業者
に連絡、除草の指示、確認をしていただき改善。
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６－３－２．草刈り

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 岐阜県 発電出力区分（kW） 41.3kW

通報内容 柵塀・標識が未設置で、雑草が生い茂っている。

要望 指導し、改善してほしい。

設備概要・通報情報

経過

対応 ポイント・備考

07/19
• 自治体より通報案件の連絡あり。柵塀・標識が設置されておらず、雑草が生い茂っている。指導し、
改善してほしい。

08/11
• 本サポート窓口内で検討。確認したところ柵塀が設置されていない場所は侵入が困難とみられるが、
柵塀設置の必要があるか、確認が必要と考えられる。

08/18

• 発電事業者に連絡。事実確認を行ったところ、既に標識は設置され、除草も行ったとのこと。
• 除草については、以前に市役所の職員から裏手の河川部分が市の土地であると言われたことがあり、
対応を市にお願いしていたが、最終的に発電事業者の土地であると言われたため、時間を要した。

• 柵塀については手配済み。まず、標識・除草についての写真をメールで送っていただくことを了承いた
だいた。また、柵塀が設置されたらその写真をメールで送っていただくことを了承いただく。

08/19 • 発電事業者よりメールにて、標識の設置、除草したことを示す写真を受け取り。

⚫ 発電事業者は現状を把握していたものの、境界が自治体の所有地であるため、どちらが草刈りを行うか等の
確認に時間を要し、放置されていたケース。

⚫ 既に発電事業者が対応に動いており、連絡をすることで確認が取れる。
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６－４－１．関係法令・条例

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 岐阜県 発電出力区分（kW） 49.5kW

通報内容 Ａ市では、6月30日からＡ市太陽光発電設備設置に関する条例が改正。改正条例では10kw以上の太陽光発電
事業を行う前には地域住民への十分な説明と地域から説明会を求められれば応じなくてはいけないことになっ
ている。地域住民から説明会を求められたにも関わらず、条例に反して事業を実施している。また、地域住民に
排水設備や設置時期について嘘をついているとのこと。

要望 発電事業者Ｂに対し、対応するよう指導してほしい。

設備概要・通報情報

経過

対応 ポイント・備考

08/11
• Ａ市に連絡し、事実確認。発電事業者Ｂ社は条例改正前に事前届を提出し、受理されているが、形状
変更等で当初計画を変更している。改正後に変更届を提出したため、改正条例の対象となっている。

• 7月26日にＡ市から指導書を発電事業者Ｂ社に送ったが、返事がないとのこと。

08/11

• 発電事業者Ｂ社に連絡。
• 発電事業者Ｂ社は、改正前に一度受理された案件が、形状変更による変更届を提出したことで受理
されなくなったことと、指導書の対応期間が5日間と短いことでＡ市に不信感を持っている。

• 指示書に基づく対応が整紙、届け出が受理されるまでは工事を再開しないとのこと。
• Ａ市に対する不信感から連絡を取るつもりもないとのこと。

08/11
• Ａ市に連絡。条例改正の通知や、何が問題となっているかが伝わっていないこと等、コミュニケーショ
ンの問題ではないかとお伝え。Ａ市は勧告の手続きを検討していたが、一旦様子を見ることとなった。

⚫ 条例改正前後の変更（対象となる事業規模、手続き等）事項等が発電事業者に伝わっておらず、自治体と発
電事業者の認識の違いとコミュニケーション不足による行き違い。

⚫ 発電事業者の言い分にも考慮すべき点があったことから、自治体に対し、歩み寄りを求めることで改善。
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６－４－２．関係法令・条例

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 愛知県 発電出力区分（kW） 1,998kW

通報内容 砂防指定地内行為について、令和2年7月20日付けにより許可（有効期間：令和2年7月20日から令和2年11月
19日まで）したが、令和2年8月以降、区域拡大や基準を満たさない形での造成が行われ、是正されない状況で
太陽光発電による売電が行われている。

要望 是正するよう、指導してほしい。

設備概要・通報情報

経過

対応 ポイント・備考

07/14 • 自治体Ａ支所より通報案件の連絡あり。

08/12

• 発電事業者Ｂ社に連絡。
• 発電事業者Ｂ社は投資目的で購入。施工事業者Ｃ社に全てを一任しており、何が問題となっているか
を把握しておらず、施工事業者Ｃ社から対応は進んでいると聞いているとのこと。

08/12 • Ａ支所に連絡し、砂防法に抵触している事由の確認。

08/12

• 施工事業者Ｃ社に連絡し、現在の対応状況を確認。
• 対応はしたが、Ａ支所が求めるレベルに達しておらず、再度対応方法の検討を行っているとのこと。
• また、隣地の方とトラブルになっており、その同意書と計画書をセットでＡ支所に提出予定とのこと。

08/12 • 発電事業者Ｂ社に経緯と発電事業者の責任について説明し、改善を促すよう指導。

08/12
• Ａ支所に連絡し、対応の進捗状況と発電事業者にも指導したことをお伝え。災害の恐れもあるため、
短期間での報告を求めることを提案し、進展がない場合、再度連絡いただくことで了承。

⚫ 発電事業者が投資目的で購入しており、施工事業者に任せきりで状況を把握していないケース。

⚫ 施工事業者は、対応しているものの、期限が設定されておらず、問題が先送りされている。
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６－５－１．地域共生

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 岐阜県 発電出力区分（kW） 49.5kW

通報内容 昨年からトラブルがあり。昨年8月にＡ氏宅に施工事業者Ｂ社がきて、土地売買を申し出た。Ａ氏が拒否すると何
度も訪れ、同居している老夫婦を恫喝。その後、測量業者が境界線の確認に来たが、売買契約した覚えはない
ので追い返した。警察にこの案件を相談し、その旨を発電事業者Ｃ社に伝えたところ連絡がとれなくなった。そも
そも、設置しようとしている場所が土砂災害警戒区域のため、太陽光設置しても大丈夫なのか？地域住民が反
対しているのに、無理やり建設しても許されるのか？新しく制定された条例に違反しているのではないか等。

要望 発電設備建設を止めることはできないか。

設備概要・通報情報

経過

対応

08/10
• 自治体に事実確認の連絡。施工事業者Ｂ社は、土地を強引に買い取っていることは把握。ＦＩＴ認定を取得しているもの
の、開発が始まっていないことから、自治体に指導権限がないとのこと。

08/10 • Ａ氏に再度確認の連絡。ＦＩＴ認定を受けている発電事業者Ｃ社は一度も来たことがなく、連絡先も不明とのこと。

09/02
• 発電事業者Ｃ社に事実確認。発電事業者Ｃ社は、崖崩れなどがひどく、太陽光発電設備建設は白紙になったと聞いてお
り、施工事業者Ｂ社から連絡するよう伝えるとのこと。

09/02 • 施工事業者Ｂ社から連絡。ＦＩＴ認定の取り消しも考慮しており、本サポート窓口に指導権限はないとのこと。

09/07
• Ａ氏からの連絡。発電事業者Ｃ社から連絡があり、発電設備が建設できない場合、元の土地所有者に返却する契約と
なっているため、崖崩れ等の対応は、元の土地所有者と行ってくれとのこと。弁護士への相談、論点について助言。

09/27
• Ａ氏から連絡。施工事業者Ｂ社が土地の売却を迫る等新たな動きがあるとのこと。民事案件になっているため、指導権限
がないことを伝えるとともに、対応についての助言を行って完了となることを了承いただいた。

⚫ 発電設備を建設後に売却しようとする施工事業者が、土地の権利を強引に取得しようとするトラブルケース。
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６－５－２．地域共生

６．具体的な案件事例（ケーススタディ）

発電設備所在地 愛知県 発電出力区分（kW） 49.5kW

通報内容 隣地に太陽光発電設備が建設されるが、事業者から説明がなかったため、説明を求めたところ、納得できる内
容ではなかった（発電事業者ではなく、施工事業者が対応）。
自治体に相談したところ、関係法令・条例に従って行っており、指導できないと言われ、紹介された本サポート窓
口に対応方法について相談したいとのこと。

要望 納得のいく説明をしてほしい。

設備概要・通報情報

経過

対応

06/30 • 地域住民Ａ氏より通報案件の連絡あり。

07/05
• 施工事業者Ｂ社に連絡。Ａ氏の懸念事項や要望についてお伝えしたところ、発電事業者Ｃ社は夜勤等の理由でなかな
か調整ができないが、あいさつに伺いたいと考えているとのこと。

• Ａ氏にその旨をお伝えし、話し合いをしていただくことをお願いし、了承いただいた。

07/07

• Ａ氏から再度連絡。施工事業者Ｂ社から発電事業者Ｃ社と一緒に説明に伺いたいとの連絡があったとのこと。
• その際に、Ａ氏は協定書を結びたいと考えておられ、どうすればよいかと相談。
• まずは、地域住民が何を発電事業者Ｃ社に求めるのか（地域ルール等）をまとめ、対話しながら作成してはどうかと提案。
書面の有効性等については、弁護士等に相談していただくよう勧めた。

08/12
• 経過確認のためＡ氏に連絡。発電事業者Ｃ社との対面は叶っていないものの、施工事業者Ｂ社に真摯に対応いただい
ているとのこと。現状、問題は起こっていないとのことだったため、これを持って本サポート窓口の対応を完了することを
伝え、了承いただいた。

⚫ 発電事業者が隣地との境界を把握しておらず、発電効率を上げるために隣地の樹木を伐採し、そのまま放置
していたケース。
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７．現地視察
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８．アンケート報告
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９．自治体からの要望・意見
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１０～１３．資料
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１０－１．北陸地域連携会議（富山県）開催報告

１０．（資料）FIT制度に関する自治体連携会議

●「富山県 FIT制度に関する自治体連携会議」議事次第
１．あいさつ（中部経済産業局）

２．エネルギー施策、 環境関連施策、 ＦＩＴ制度の概要について
（１）ＦＩＴ制度の概要について（中部経済産業局）
（２）地球温暖化対策の推進に関する法律の改正について（中部地方環境事務所）

３．各自治体における事例紹介
（１）富山県における再生可能エネルギーの導入状況等について
（富山県商工労働部商工企画課）

（２）黒部市内の再生可能エネルギーの発電設備について（黒部市商工観光課）
（３）エネルギーと共生したまちづくりについて（南砺市エコビレッジ推進課）

４．ＦｉＣｃＳに寄せられた相談事例について（ＪＥＣ）

５．ＦＩＴ制度における連携方策について（中部経済産業局）

６．意見交換

日時・場所 令和３年８月５日（木）１３：３０～１６：４０ 富山地方合同庁舎 ５階会議室（富山市牛島新町１１-７）

出席者
中部経済産業局エネルギー対策課 ４名、中部地方環境事務所環境対策課 １名
各自治体関係 １７名（オンライン参加１名含む）、株式会社ジェック経営コンサルタント ３名
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１０－２．北陸地域連携会議（石川県）開催報告

１０．（資料） FIT制度に関する自治体連携会議

●「石川県 FIT制度に関する自治体連携会議」議事次第
１．あいさつ（中部経済産業局）

２．エネルギー施策、 環境関連施策、 ＦＩＴ制度の概要について
（１）ＦＩＴ制度の概要について（中部経済産業局）
（２）地球温暖化対策の推進に関する法律の改正について（中部地方環境事務所）

３．各自治体における事例紹介
（１）石川県内の発電設備に係るアセスメント等の状況（石川県環境政策課）
（２）加賀市のエネルギー施策について（石川県加賀市環境課）

４．ＦｉＣｃＳに寄せられた相談事例について（JEC）

５．ＦＩＴ制度における連携方策について（中部経済産業局）

６．意見交換

日時・場所 令和３年８月６日（金）１３：３０～１６：４０ 石川県地場産業振興センター本館３階 第３研修室（金沢市鞍月２丁目１番地）

出席者
中部経済産業局エネルギー対策課 ５名、中部地方環境事務所環境対策課 １名
各自治体関係者 １９名（オンライン参加１１名含む）、株式会社ジェック経営コンサルタント ３名
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１０－３．東海地域連携会議開催報告

１０．（資料） FIT制度に関する自治体連携会議

●「東海３県 FIT制度に関する自治体連携会議」議事次第
１．あいさつ（中部経済産業局）

２．エネルギー施策、環境関連施策について
（１）ＦＩＴ制度の動向、第６次エネルギー基本計画について（中部経済産業局）
（２）地球温暖化対策の推進に関する法律の改正について（中部地方環境事務所）

３．ＦｉＣｃＳに寄せられた案件及び相談事例に対する自治体の対応状況について
（１）ＦｉＣｃＳに寄せられた案件について（ＪＥＣ）
（２）発電事業への規制対応と新電力の実施について（岐阜県恵那市都市住宅課）

４．各自治体における事例紹介
（１）エネルギーの地産地消を目指したまちづくりについて
（愛知県豊橋市再生可能エネルギーのまち推進課）

（２）津市内における再生可能エネルギーの現状までの歩みについて
（三重県津市環境政策課）

５．ＦＩＴ制度と自治体の連携について
（１）地方自治体用ＦＩＴシステムについて（中部経済産業局）
（２）再エネに係る条例のご紹介（中部経済産業局）
（３）再エネに係る条例の効果について（岐阜県可児市環境課）

６．意見交換

日時・場所 令和３年11月16日（火）13：00～17：00 愛知県名古屋市中区栄三丁目１５－３３ 栄ガスビル５階 栄ガスホール

出席者
講師 １名、中部経済産業局エネルギー対策課 6名、各自治体関係者 31名（オンライン参加 内10名）
株式会社ジェック経営コンサルタント ３名
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１１－１．愛知県

１１．（資料）中部地域自治体における
太陽光発電に関係する条例及びガイドライン一覧

自治体 条例名 施行日

瀬戸市 瀬戸市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例 令和元年9月20日

春日井市 春日井市生活環境の保全に関する条例 平成30年4月1日改正

常滑市 常滑市太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン 平成31年1月1日

知多郡阿久比町 阿久比町太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン 令和元年11月1日

知多郡東浦町 東浦町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 平成29年10月5日

知多郡南知多町 南知多町太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン 令和4年2月21日改正

知多郡美浜町 美浜町太陽光発電施設設置に関するガイドライン 令和4年3月1日改正

知多郡武豊町 武豊町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン 令和3年12月1日改正

新城市 新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 令和3年4月1日改正

新城市 新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例 平成26年9月26日改正

田原市 田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン 令和2年4月1日改正

北設楽郡東栄町
東栄町における再生可能エネルギー発電設備の設置と生活環境の保全との調和に関する
条例

令和2年9月15日

豊橋市 豊橋市まちづくり景観条例 令和3年3月29日

蒲郡市 蒲郡市景観条例 令和元年7月1日改正

大府市 大府市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例 令和3年7月1日

※令和４年３月２０日現在
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１１－２．岐阜県

１１．（資料）中部地域自治体における
太陽光発電に関係する条例及びガイドライン一覧

自治体 条例名 施行日

大垣市 大垣市環境基本条例 平成30年4月1日改正

関市 関市自然環境等と太陽光発電設置との調和に関する条例 令和元年10月1日

関市 関市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則 令和元年10月1日

関市 関市開発指導要綱 平成29年5月1日

美濃加茂市 美濃加茂市開発事業に関する条例 平成27年4月1日

可児市 可児市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例 令和2年12月22日

可児市 可児市太陽光発電設備の設置等に関する要綱 令和2年12月22日

加茂郡白川町 白川町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱 平成30年4月1日

加茂郡八百津町 八百津町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱 平成28年7月1日

加茂郡富加町 富加町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 令和3年4月1日

可児郡御嵩町 御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例 令和2年3月24日改正

可児郡御嵩町 御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例施行規則 平成29年4月1日

多治見市 多治見市美しい風景づくり条例 平成27年9月30日改正

中津川市 中津川市太陽光発電設備設置に関する取扱い要綱 平成28年1月1日

中津川市 中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 令和3年4月1日改正

瑞浪市
瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関す
る条例

令和2年4月1日

瑞浪市 瑞浪市土地開発事業及び特殊建築物に関する条例 令和2年4月1日改正

恵那市 恵那市太陽光発電設備に係る開発事業に関する要綱 平成28年4月1日

恵那市 恵那市太陽光発電設備設置に関する条例 令和3年6月30日

土岐市 土岐市太陽光発電設備設置指導要綱 平成27年8月1日

土岐市 土岐市生活環境保全に関する条例 令和3年6月30日改正

土岐市 土岐市土地開発指導要綱 平成25年3月22日改正

高山市 高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例 平成29年4月1日

下呂市 太陽光発電設備に関する下呂市景観ガイドライン 平成29年9月28日
※令和４年３月２０日現在
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１１－３．三重県

１１．（資料）中部地域自治体における
太陽光発電に関係する条例及びガイドライン一覧

自治体 条例名 施行日

三重県 三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン 令和3年12月1日改正

四日市市 四日市市太陽光発電施設設置ガイドライン 令和4年1月1日改正

松阪市 太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン 平成30年4月1日

名張市 名張市太陽光発電設備の設置に係る手続等に関する条例 令和2年4月1日

鳥羽市 鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等の保全との調和に関する条例 平成30年3月27日

熊野市 熊野市小規模太陽光発電設備の設置に関するガイドライン 平成31年1月15日

志摩市
志摩市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関す
る条例

平成29年7月1日

志摩市 小規模な太陽光発電設備設置事業に関するガイドライン 平成29年12月1日

志摩市 志摩市太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン 平成31年4月1日

伊賀市 伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱 平成28年4月1日

多気郡大台町 大台町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン 令和3年3月31日改正

度会郡南伊勢町 南伊勢町自然環境等と再生エネルギー発電事業との調和に関する条例 令和2年3月25日

南牟婁郡御浜町 御浜町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 平成30年11月1日

南牟婁郡紀宝町 紀宝町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン 令和元年10月1日

亀山市 太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン 令和3年1月25日

伊勢市 太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン 平成29年11月22日

※令和４年３月２０日現在

１１－４．富山県
• 条例・ガイドライン等は策定なし

１１－５．石川県
自治体 条例名 施行日

羽咋郡志賀町 志賀町再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱 令和2年3月10日
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１２－１．関係法令等に関する用語

１２．（資料）用語の整理

用語 解説

再エネ特措法（ＦＩＴ法） 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）

再エネ特措法施行規則
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成23年経済産業省
令第46号）

ＦＩＴ制度 「再生可能エネルギー固定価格買取制度」のこと。

電気事業法
「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている法律。
発電設備の所有者はＦＩＴ法の認定有無に関わらず遵守する義務がある。

用語 解説

ＰＣＳ
（パワーコンディショナ）

太陽電池からの直流の電気を交流に変換し、家庭用の電気機器などで利用できるようにするための機械。
また、商用系統との連系運転や自動運転に必要な各種保護・制御機能を備えている。
PCS（Power Conditioning System）。

柵塀

容易に太陽光発電設備の敷地内に立ち入ることが可能であれば、感電やイタズラ等による設備の破損
等の恐れがある。このような事態を防ぐため、外部から容易に発電設備に触れることができず、構内に容
易に立ち入ることができないよう、発電設備と十分な距離を取った上で、十分な高さの柵塀等を設置する
ことが求められている。また、柵塀等の使用材料については、ロープ等の簡易なものではなく、 金網フェ
ンス等の第三者が容易に取り除くことができないものを用いることとされている。
（柵塀の設置が困難な場合、第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合等、一部柵塀の設置を省
略することが認められている。）

１２－２．発電設備に関する用語
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１２－３．地籍等に関する用語

１２．（資料）用語の整理

用語 解説

赤線（あかせん）・
赤道（あかみち）

公図に赤線で表示された地番のない道路（昔の農道）。道路法の適用のない道路。
通常は土地台帳にも登録されていない。
認定外道路（法定外公共物）として国有財産とされている。管理は財務省。

青線（あおせん）・
青道（あおみち）

公図上に存在するが、地番のない河川または水路である（あった）敷地。
河川法及び下水道方の適用を受けない。
法定外公共用物として国有財産とされている。管理は国土交通省。

一筆（いっぴつ）
一枚の登記用紙に表示されている一個の土地。法務局では、一筆ごとに登記がなされており、土地登記
簿において、一個の土地を指す単位を「筆」という。

地番（ちばん） 法務局が定める土地の番号（不動産登記法第35条）。一筆ごとの土地に番号をつけたもの。

住居番号
「住居表示に関する法律」にもとづき、以前は土地の「地番」で定めていた住所をわかりやすくするために
各自治体が定めているもの。一定の基準に基づいて順序よく、建物毎に付番してある。
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１３－１．業務の報告実績（オンライン会議の実施）

１３．（資料）業務の報告実績

日付 内容 日付 内容

2021.05.25 • 今後の事業スケジュールについて
2021.10.20

• 東海地域連携会議について検討状況報告

2021.06.09
• 条例等の策定状況アンケートの検討 • 窓口対応についての検討

• 窓口滞納についての検討 2021.11.05 • 東海地域連携会議について検討状況報告

2021.06.23
• 条例等の策定状況アンケートの検討 2021.11.11 • 東海地域連携会議について検討状況報告

• 連携会議についての打合せ
2021.11.25

• 東海地域連携会議の振り返り

2021.07.21 • 条例等の策定状況アンケートの結果報告 • 不適切案件対応状況アンケートの検討

2021.07.29 • 北陸地域連携会議について検討状況報告
2021.12.08

• 不適切案件対応状況アンケートの検討

2021.08.03 • 北陸地域連携会議について検討状況報告 • 窓口対応についての検討

2021.08.11
• 北陸地域連携会議の振り返り

2021.12.23
• 不適切案件対応状況アンケートの検討

• 窓口対応についての検討 • 窓口対応についての検討

2021.08.26 • 窓口対応についての検討 2022.01.13 • 現地視察についての検討

2021.09.03 • 東海地域連携会議について検討状況報告
2022.01.27

• 現地視察についての検討

2021.09.09
• 東海地域連携会議について検討状況報告 • 不適切案件対応状況アンケート結果報告

• 窓口対応についての検討 2022.02.10 • 現地視察について最終確認

2021.09.22
• 東海地域連携会議について検討状況報告 2022.02.24 • 現地視察の報告

• 窓口対応についての検討 2022.03.10 • 窓口対応についての検討

2021.10.08 • 窓口対応についての検討 2022.03.24 • 窓口対応についての検討

⚫ 事業の円滑な遂行のため、担当課である中部経済産業局エネルギー対策課担当者と定期的にオンライン会
議を開催し、情報の共有や案件の検討等を実施した。






